
１．は じ め に

福島第一原発事故 (以下, 福島原発事故) により汚染された土壌につい

ては, 放射性物質汚染対処特措法 (2011年８月公布・施行) により, 汚

染土壌の除去 (いわゆる ｢除染｣) が行われ, 環境省によれば, 除染 (面

的除染) は, 福島県内では, 除染特別地域 (11自治体, 約２万4600ヘク

タール)・汚染状況重点調査地域 (36自治体, 約31万ヘクタール
(１)
) 共に,

帰還困難区域を除き, 2018年３月にすべて終了したとされている｡ その

結果, このうち除染特別地域 (帰還困難区域除く) では, 除染の結果とし

て, 農地については, 空間放射線量が, 除染前の平均毎時1.45マイクロシー

ベルト (＝�Sv / h) から, 除染後の平均 1.11�Sv / h, さらには事後モニタ

リング時の平均 0.72�Sv / h, と72％低減された, とされている
(２)
｡

しかし, 農地は, 文字通り人間の口に入る食物・食品を育てる土壌であ
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(１) 環境省：除染情報サイト ｢除染の状況｣ より (2020年２月現在)｡

(２) 両地域の統計数値は, いずれも ｢環境省：除染情報サイト｣ 参照｡

１. はじめに

２. 大玉村等農地原状回復訴訟

３. 日本における物権的妨害排除請求権

４. ドイツにおける物権的妨害排除請求権

５. おわりに



り, また, 食物・食品は, 消費者から安心で, かつ, 美味しい食物・食品

として信用されることが必要不可欠であろう｡ とすれば, 基本的には地上

1 mで計測し, 外部被ばくのみを基準とする放射性物質の空間線量率 (年

１ミリシーベルト＜＝mSv / y＞, 以下同様) だけを基準として農地の汚染

度を判断することはできない｡ ところで, 食品についての放射性物質の安

全基準は, 厚生労働省により, 福島事故後, 当初, 暫定規制値として, 野

菜, 穀類, 肉・卵・魚・その他について 1 kgあたり500ベクレル (＝Bq /

kg, 以下同様), 牛乳・乳製品について 200 Bq / kg, 飲料水について 200

Bq / kgとされていた｡ その後, 2012 (平成24) 年４月から, 食品からの

被ばく線量の上限が, 5 mSv / yから, 1 mSv / yへと引き下げられた
(３)
ことに

基づき, 新たに, 一般食品は 100 Bq / kg, 乳児用食品と牛乳が 50 Bq / kg,

飲料水が 10 Bq / kgとされた (新基準値
(４)
)｡

ここで, こうした食品 (一般食品) のうち米を例にして, 食品衛生法の

基準値と農地 (水田) の土壌基準との関係を見てみよう｡ 2011 (平成23)

４月には, 原子力災害対策本部が ｢稲の作付に関する考え方
(５)
｣ を発表し,

水田土壌中の放射性セシウムの米への移行の指標からみて, 生産した米

(玄米) が食品衛生法上の暫定基準値を超える可能性が高い地域について

稲の作付制限を行う, とした｡ 移行の指標 (水田の土壌から玄米への放射

性セシウムの移行の指標) とは0.1であり, これを前提とすれば, 理論上

は, 玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定基準値 (500 Bq /

kg) 以下となる土壌中の放射性セシウム濃度の上限値は 5000 Bq / kg, と
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(３) 食品衛生法11条１項に基づく放射性物質に係る規格基準設定参照｡

(４) 食品の国際規格を形成しているコーデックス委員会の指標は,

1 mSv / yを超えないように設定されている｡

(５) 原子力災害対策本部 ｢稲の作付に関する考え方｣ (2011＜平成23＞年

４月８日)｡



いう計算になる｡

とすると, 2012年４月から食品衛生法の新基準値が 100 Bq / kgとなっ

たのだから, 移行の ｢指標｣ (0.1) が変更されない限り, 本来は, 土壌中

の放射性セシウム濃度の上限値は 1000 Bq / kgのはずであるが, その後,

原子力災害対策本部の ｢稲の作付に関する考え方｣ は変更されていない｡

もっとも, 環境省・農水省等から推奨される反転耕
(６)
やカリウムの施肥

(７)
など

の移行低減対策・空間線量率低減対策が講じられ
(８)
, その効果がある限り,

5000 Bq / kg以下の土壌なら問題はない
(９)
ようにも見える｡ また, 福島県に

よれば, 2012年４月の食品衛生法の新基準値適用以降は, 米の出荷前に
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(６) 反転耕とは, 除染のための ｢反転耕｣ を意味するが, トラクタにボト

ムプラウを装着し, ボトムプラウにより, 表層に集積しているセシウムを

下層に埋却する技術であり, その場合, 深耕 30 cm以上が目標とされてい

る (福島県農林水産部 ｢水田における除染のための 『反転耕』 作業技術マ

ニュアル｣ ＜2014 [平成14] 年２月＞)｡ 反転耕は, 除去土壌が発生しな

いことから, 特に 5000 Bq / kg以下の農地では推奨されているが, 他方,

地下水への放射性セシウムの移行や反転深度が深い場合には, 耕盤を壊す

おそれがあることも指摘されている (環境省 ｢除染等の措置に係るガイド

ライン｣ ＜第２版：2013 [平成25年] ５月＞＋＜追補：2016 [平成28] 年

９月＞) 第２編95～96頁｡

(７) 環境省 HP：｢放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料｣

(平成29年度版, HTML形式) 第８章の ｢8.1 食品中の放射性物質対策｣｡

(８) 農林水産省 ｢農地土壌の放射性物質除去技術 (除染技術) について｣

(2011＜平成23＞年９月14日)｡

(９) 農水省の調査によれば, 福島県の農地土壌中の放射性セシウム濃度

(Bq / kg) の分布は, 福島県内の測定地点368カ所の内, 水田276カ所につ

いて, 最小値 (検出された場合の値) が 27 Bq / kg (南会津町), 最大値が

87000 Bq / kg (双葉町) である｡ 以下で取り上げる大玉村等農地原状回復

訴訟の原告の鈴木博之氏の住む大玉村での測定地点 (ただし１カ所のみ)

での最小値は０, 最大値は 2040 Bq / kgである, とされている (農業水産

技術会議 HP：農地土壌中の放射性物質の濃度分布図の公表について

＜2019 [令和元] 年10月11日＞)｡



福島県産米の全量全袋検査がなされ, 基準値を超える米は流通させない,

とされている
(10)
｡ しかし, 次の現実に目を向けるべきであろう｡ 例えば, 移

行抑制措置としてのカリウム散布は, 福島原発事故により, 強いられてい

るものであるし, カリウム散布の ｢過多は米の食味を落とす｣ とされてい

る｡ また, 福島県産米の出荷前の全量全袋検査にしても, 福島原発事故に

より, 文字通り強いられているものである｡ そして, 仮に 5000 Bq / kg以

下の土壌
(11)
でも, 風評により ｢安心・安全｣ とはされなくなり, 福島県産の

米は買いたたかれて価格が下がり, 福島の農家の売り上げは減少してしまっ

ている
(12)
｡ 福島県大玉村で農業を営む鈴木博之氏は, 次のように述べている

(13)
｡
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(10) 福島県 HP：｢米の全量全袋検査の体制｣ 掲載の ｢放射性物質検査情

報｣ によれば, 2012年度には, 100 Bq / kg超の玄米が全米袋約1032万点中

に71点発見されたが, 2019年度には, 全米袋約932万点中１点もなかった

(76～100 Bq / kgが１点であった), とされている｡

(11) 例えば, 以下で取り上げる大玉村等農地原状回復訴訟の原告の鈴木博

之氏所有の農地 (田) からは, 2015 (平成27) 年５月の測定により, ２カ

所から, つまり１カ所から放射性セシウム 2100 Bq / kg (空間線量率 0.38�

Sv / h) が, もう１カ所から 13000 Bq / kg (空間線量率 1.12 �Sv / h) が計測

されている (後述する ｢差戻し後の福島地裁判決｣ における裁判所の認定

事実)｡ 前者は, 一応, 5000 Bq / kg以下であるが, 後者は, それをはるか

に超え, 放射性物質汚染対処特措法における ｢指定廃棄物｣ (8000 Bq / kg

以上) の水準である｡ また, 鈴木氏の農地 (田) については, 汚染状況重

点調査地域にあるが, 鈴木氏の居住する大玉村によりカリウムの施肥対策

がなされているのみで, 除染等の措置はされていない (予定もない)｡

(12) 以上は, 以下で取り上げる大玉村等農地原状回復訴訟での原告の主張

である｡ 片岡直樹 ｢農地の放射能汚染除去を請求した民事裁判に関する考

察｣ (現代法学33号, 2017年) 181頁以下で紹介されている ｢原告準備書面

６｣, および同論文184頁以下で紹介されている ｢原告準備書面９｣ を参照

されたい｡ なお, 同論文では, 原告と被告の準備書面双方が要約されて,

丁寧に紹介されている｡

(13) 大玉村等農地原状回復訴訟での意見陳述 (2018 [平成30] 年12月25日)｡

林衛 ｢福島 『農地の原状回復訴訟』 －農地汚染そのものが被害, イタイイ



福島原発の ｢爆発後は, 『土壌汚染』 を理由に作った米は業者にしか買っ

てもらえず, しかも買い叩かれる始末で, 結果, 夢も希望もない, 薄利多

売の大規模経営の ｢事業計画｣ しか策定できず, 銀行融資も受けられなく

なりました｣, と｡

本稿は, 福島原発により汚染された農地の原状回復を求める訴訟である

大玉村等農地原状回復訴訟 (２.
(14)
) に注目して, 同訴訟における判決を紹
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タイ病被害地域同様の復元を！｣ ＜2019/2/3 シンポジウム ｢裁判から見

えてきた原発災害｣ [於：白河市] 発表資料を参照した｡

(14) 大玉村等農地原状回復訴訟の他に, 原告が, 福島原発事故による放射

性物質被害の原状回復 (または除染) を求める訴訟として, �) 二本松市

内のゴルフ場が, 東京電力を被申立人として, 放射能汚染の除去 (樹木等

の高圧洗浄・土地の 20 cmの掘削等) を求める仮処分として, 二本松Ｓゴ

ルフ場除染仮処分申立 (東京地決2001＜平成23＞年10月31日＜判例集未登

載＞, 東京高決2012＜平成24＞年５月16日＜判例集未登載＞) がある｡ ま

た, �) いわき市の山林所有者が, 東京電力を被告として, 放射性物質の

除去 (土地の空間放射線率を 0.046�Sv / hまで低減) を求めた, いわき市

山林放射性物質除去請求訴訟 (東京地判2012＜平成24＞年11月26日＜判時

2176・44＞, 東京高判2013＜平成25＞年６月13日＜判例集未登載＞) があ

る｡ �) に関連して, �) �) と同じ原告が, 東京電力を被告として, 土

地上の樹木を伐採・伐根して地表 5 cm以上の表土と共に除去することを

求めた訴訟 (福島地裁いわき支部判2018＜平成30＞年３月28日＜判時2397・

56＞, 仙台高判2018＜平成30＞年９月20日＜判時2397・55＞) がある｡ さ

らに, �) 福島県からの避難者および福島県の滞在者が, 東京電力を被告

にして, 原告居住地の原状回復 (原告居住地の空間線量率を 0.04 �Sv / h

まで低減) と損害賠償を求めた訴訟として, 生業訴訟 (2017＜平成29＞年

10月10日, 裁判所 WEBサイトおよび判時2383・153) がある｡ �) 判決

は出ていないが, 福島県浪江町津島地区の住民が, 東京電力・国を被告と

して, 津島地区全域の原状回復 (津島地区全域の空間線量率を 0.04�Sv / h

まで低減) と損害賠償求を求めた訴訟がある｡

このうち, �) については, 神戸秀彦 ｢除染・原状回復請求について

－生業判決と除染の現状を中心に｣ (淡路剛久監修 『原発事故被害回復の

法と政策』 ＜日本評論社, 2018年＞135頁) が, �) については, 片岡直



介しつつ, 特に2019 (令和元) 年10月15日に出された福島地裁判決の分

析・評価を行うものである｡ 同訴訟における争点は, 土壌汚染に対する物

権的妨害排除請求権の成否であるが, 以下では, この点の検討を, まず,

日本民法における物権的妨害排除請求権 (３.) に関する学説・判例を吟

味しつつ, 次に, ドイツにおける物権的妨害排除請求権 (４.) に関する

学説・判例を吟味しつつ, 行うこととする｡ そして, 最後に, 同福島地裁

判決について補足的な指摘をして結語に代えたい (５.)｡

２. 大玉村等農地原状回復訴訟

１) 大玉村等農地回復訴訟 (以下, 本件訴訟) の事案と諸判決

本件訴訟の事案は, 次のようなものである｡ 原告７名 (鈴木博之氏ら)

および１名 (同氏が経営する有限会社) (以下, 原告) は, 福島県大玉村・

二本松市・猪苗代町・郡山市・白河市に, それぞれ田畑 (以下, 本件土地)

を所有して農業を営んでいた｡ ８名は, 2011 (平23) 年３月11日の福島

原発事故による事故由来放射性物質により本件土地が汚染されたとして,

被告東京電力に対して, 所有権に基づく妨害排除請求 (原状回復請求) を

した｡ これに対して, まず, 福島地裁郡山支部判決 (以下, 差戻し前の福

島地裁判決) (2017＜平29＞年４月14日, 判時2397・56), さらに, この

判決を取り消して, 差し戻した仙台高裁判決 (以下, 差戻し仙台高裁判決)

(2018＜平30＞年３月22日, 判時2397・44), そして, 差戻し後の福島地
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樹 ｢除染請求判決の検討｣ (淡路剛久監修・前掲 『原発事故被害回復の法

と政策』 145頁), 同 ｢放射能汚染除去に関する民事裁判が提起する法の課

題－いわき市放射性物質除去請求権の裁判から考える｣ (現代法学31号,

2016年) ３頁が検討を加える｡ 以上の�)・�)・�) について言及して原

状回復 (または除染) 請求の可否を検討する長島光一 ｢原状回復請求訴訟

における特定－除染請求の可否をめぐって－｣ (拓殖大学論集＜政治・経

済・法律研究＞21巻１号, 2018年) 67頁がある｡



裁判決 (以下, 差戻し後の福島地裁判決) (2019＜令元＞年10月15日, 判

例集未登載) が出された｡ 以下では, それらの判決の簡単な経緯を振り返っ

てみたい｡

２) 差戻しまでの判決の経緯

①差戻し前の福島地裁判決
(15)

まず, 原告は, 主位的請求として, 本件土地の事故由来放射性物質のす

べての除去, 予備的請求１として, 本件土地に含まれる放射性セシウム

137の濃度を 50 Bq / kgに低減すること, 予備的請求２として, 客土工を

行うこと
(16)
, 予備的請求３として, 本件土地の所有権が事故由来放射性物質

により違法に妨害されていることの確認を求めた｡ これに対して, 差戻し

前の福島地裁判決は, 原告の請求はいずれも却下した｡ つまり, 主位的請

求と予備的請求１・２については, 請求の特定を欠くとして, また, 予備

的請求３については, 確認の利益を欠くとして, 実体的審理に入らず, い

ずれも却下した｡

②差戻し仙台高裁判決
(17)

その後, 原告は, 仙台高裁に控訴したが, 同高裁の審理において, 原告

は, 上記の予備的請求１は基本的にはそのままに, 上記の予備的請求２を
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(15) 片岡直樹前掲 ｢農地の放射能汚染除去を請求した民事裁判に関する考

察｣ 167頁以下は, 原告・被告の主張だけでなく, 同判決の内容も分析し

ている｡ また, 同判決の判例評釈として, 奥田進一 ｢農地所有権に基づく

放射性物質除去請求事件 (判例評釈) －福島地裁郡山支部平成29年４月14

日判決 (訴え却下・控訴・判例集未登載)－｣ 拓殖大学論集 (政治・経済・

法律) 20巻１号 (2017年) 47頁以下がある｡

(16) 仙台高裁の審理途中で原告により訂正されたが, 基本的には, 注(18)

の�) の部分はほぼ同じである｡

(17) 長島光一前掲 ｢原状回復請求訴訟における特定－除染請求の可否をめ

ぐって－｣ 73頁以下は, 差戻し前の福島地裁判決と共に, 差戻し仙台高裁

判決について詳細に分析している｡



訂正
(18)
し, さらに, 予備的請求３を新たに予備的請求４ (以下, 予備的請求

４) としつつ, 新たに予備的請求３ (以下, 予備的請求３′) を追加して,

これを予備的請求４より先に審理するように求めた｡ 具体的には, 予備的

請求３′とは, 原告の鈴木氏所有の土地の表面から 30 cm以上の土壌を取

り除き, 客土をすることを求める
(19)
請求である｡ これに対して, 差戻し仙台

高裁判決は, 予備的請求２は, ｢土壌改良や汚染土壌の復元などに際し,

一般的な仕様書が作成され, 現実に広く行われている農業土木工事｣ を内

容としているから, ｢請求が特定されている｣, とした｡ つまり, 差戻し前

の福島地裁判決が, 予備的請求２と予備的請求３ (＝予備的請求４) を却

下した部分を取り消し, かつ, 新たに追加された予備的請求３′について,

福島地裁に差し戻し, 審理のやり直しを求めていたのである｡

以上のような経過を経て, 差戻し後の福島地裁判決は, ようやく実体的

判断に入ったものの, 差戻し後の福島地裁判決は, 原告の予備的請求２と

３′についてはいずれも棄却し, 予備的請求４については請求を却下した

のである｡ 以下では, 確認の訴えの利益に関する予備的請求４については,
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(18) 訂正された後の予備的請求２は, �) ｢表面から 30 cm以上の土壌を

取り除き, その取り除いた部分に, 厚さ 10 cmの耕盤層 (湛水透水性が日

減水深 2 cm～3 cm) を造成・整地し, さらにその上厚さ 20 cm以上の客

土・整地を行う｣ もの, とされている｡ また, �) 客土する土壌の礫含有

率は, 従前の土壌と同等のものか, ５％未満とする, �) 客土する土壌に

おける物理的・化学的性質は, 従前の土壌と同等のものとするか, 地力増

進法の目標に沿ったものにし, さらに, �) 放射性セシウム137の土壌含

有率は 50 Bq / kg未満とし, �) 田面の高さは従前と同じとし, �) 客土

工事により畦畔などの機能を阻害しない, といった合計６つの条件が付さ

れている｡

(19) 予備的請求３は, 予備的請求２と基本的に同様だが, 前注の�) の礫

含有率を0.2％とする, 前注の�) のうち化学的性質は, 従前土壌と同等

でなく別紙の通りか, 地力増進法の目標の範囲内とする, とする点が異な

る｡



今回は省略し, 検討の対象を予備的請求２と３′に絞り, 差戻し後の福島

地裁判決について, 詳しく検討してみたい｡ なお, 差戻し前の福島地裁判

決の予備的請求１・２の却下の理由となった請求の特定
(20)
についても, 今回

はその検討を省略して, 以下の検討を進めたい｡

３) 差戻し後の福島地裁判決

①判決理由 (予備的請求２について)

予備的請求２については, 差戻し後の福島地裁判決の判決理由は, 次の

�) ～�) であった｡

�) 物権的請求権は, ｢現に妨害を生じさせている事実が他人の支配内

にある場合｣ に生じ, ｢相手方はその妨害を生じさせている事実を自己の

支配内に収めている者｣ である｡

�) ｢事故由来放射性物質のみを…土壌から分離して除去することは,

現時点の技術では事実上不可能であり, 被告がこれを管理することができ

…ない｣｡

�) 同物質が被告由来でも ｢被告が支配しているとは認められず…土地

と完全に同化してその構成部分となり (付合し－筆者), 原告らの土地所

有権による排他的支配が及｣ ぶ｡
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(20) 長島光一前掲 ｢原状回復請求訴訟における特定－除染請求の可否をめ

ぐって－｣ 73頁以下は, ｢請求の特定｣ の程度について, 差戻し前の福島

地裁判決と差戻し仙台高裁判決, そして学説・判例を詳細に分析・紹介し,

除染請求の場合, ｢執行方法の一応の指摘は必要である｣ が, ｢基本的には

実際の権利関係をまず明らかにしたうえで, 権利実現方法は民事執行に任

せるべき｣ で, ｢請求の特定を厳格にとらえて訴えを却下すべきではな｣

い, として, 差戻し前の福島地裁判決を批判し, かつ, 差戻し仙台高裁判

決を ｢重要な判断｣ である, と評価している｡ さらには, 奥田進一前掲

｢農地所有権に基づく放射性物質除去請求事件 (判例評釈) (以下, 略)｣

56頁も, 原告の請求は, 物権的請求権であり, 不法行為による原状回復請

求ではないのだから, ｢主位的請求は十分に特定されている｣, とする｡



�) 本件客土工事の必要があるなら, ｢被告でなければできない性質の

作業ではな｣ く, ｢原告らが自ら又は業者に委託して行う｣ ことができる｡

�) また, ｢その費用等については, 原子力損害の賠償に関する法律等

に基づき, 損害賠償請求をする余地もあり得る｣｡

②判決理由 (予備的請求３′について)

予備的請求３′については, 差戻し後の福島地裁判決の判決理由は, 次

の�) ～�) であった｡

�) 客土工については, ｢一般的な農業土木工事である上に…被告が判

決を履行するために…できる行為の内容は明らか｣ である｡

�) また, ｢執行段階で判決の趣旨に従って具体的な執行方法を特定し

て強制執行ができる程度に, 請求が特定されている｣｡

�) しかし, 予備的請求２におけると同様の理由で, 被告は, 原告の

｢土地の土壌に付着した事故由来放射性物質をその支配内に収めている｣,

とは言えない｡

以上が判決理由であるが, ①と共に, ②においても, 差戻し仙台高裁判

決の通りに, 請求は特定されているとして, 実体的審理に入ったのは妥当

であろう｡ しかし, 私見からすれば, ①の�) (物権的妨害排除請求権は,

｢相手方が妨害事実を自己の支配内に収めている｣ 場合に (のみ－筆者)

生じる, とする命題), ①の�) (｢事故由来放射性物質のみを土壌から事

実上分離除去できない｣, とする命題), ①の�) 及び② (事故由来放射性

物質でも被告の支配は及ばず ｢原告の土地と完全に同化｣ して付合する,

という命題) については, 看過しがたい問題点がある｡ 以上のそれぞれに

ついて, 以下３.と４.において, 日本の学説・判例とドイツの学説・判例

を検討しつつ, 差戻し後の福島地裁判決の問題点の具体的な指摘を行うこ

ととする｡
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３. 日本における物権的妨害排除請求権

１) 物権的妨害排除請求権における ｢妨害｣

物権的請求権は, �) 物権的返還請求権・�) 物権的妨害排除請求権・

�) 物権的妨害予防請求権の３つから構成され, 本件訴訟で問題となって

いるのは, もちろん, ｢占有の侵奪もしくは抑留以外の方法｣ での物権侵

害である物権的妨害排除請求権である｡ まず, 物権的妨害排除請求権の要

件について取り上げよう｡ まず, 第１の要件として, 何をもって排除すべ

き ｢妨害｣ というか, が問題となる｡ 好美清光氏
(21)
によれば, 妨害とは, 妨

害排除をすべき目的物が現存する場合に, 妨害状態, しかも ｢物権のある

べき状態に抵触する�継続的な�妨害状態｣ を言う｡ 従って, １回きりの

物権妨害は, 損害賠償請求の原因とはなっても, 物権的妨害排除請求権の

問題とはならない｡ 他方で, 物権妨害が将来も繰り返されるおそれのある

場合には, 妨害予防請求権の問題となる｡

この点に関して, 広中俊雄氏
(22)
は, 同様に, 次の指摘をしている｡ 物権的

妨害排除請求権 (広中氏の ｢妨害停止請求権｣) における ｢妨害｣ には２

つのもの (動的妨害と静的妨害) がある｡ 前者は, 妨害者の ｢行為｣ によ

るものであり, 例を挙げるなら, 妨害者による塵芥の投棄や土砂の流下と

いった妨害であり, 後者は, 妨害者の行為により生じた塵芥の堆積や土砂

の堆積などの ｢妨害状態｣ による妨害である｡ つまり, 妨害停止請求権に

おける妨害には, 動的妨害はもちろん, こうした ｢動的妨害の結果として

生じる有形の持続的妨害｣ である静的妨害も含まれ, 妨害停止請求権は,
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(21) 舟橋諄一編 『注釈民法 (６) 物権 (１)』 (有斐閣, 1974年) 89頁以下

(好美清光筆)｡ 舟橋諄一・徳本鎮編 『新版注釈民法 (６) 物権 (１)』 (有

斐閣, 1997年) 194頁以下 (好美清光筆)｡

(22) 広中俊雄 『物権法 第二版』 (青林書院, 1985年) 263～264頁｡



動的妨害の停止と静的妨害の除去に向けられる｡ こうして, 広中氏によれ

ば, 妨害停止請求権の ｢妨害｣ とは, 妨害者の行為によるものである ｢動

的妨害｣ の結果としての ｢静的妨害｣, つまり ｢継続的な妨害状態｣ であ

り, 妨害停止請求権は, その除去に向けられる, とされるのである｡

この点を差戻し後の福島地裁判決について見てみよう｡ 同判決は, 物権

的妨害排除請求権は, ｢相手方が妨害事実を自己の支配内に収めている｣

場合に (のみ－筆者) 生じる (上記２.の①の�) の命題), としている｡

ここでは, 単に ｢妨害事実｣ とあるだけで, どのような ｢妨害事実｣ か,

が必ずしも明らかではない｡ しかし, ｢妨害事実｣ は, ｢物権のあるべき状

態に抵触する�継続的な�妨害状態｣ (好美氏) ないし ｢動的妨害の結果

として生じる有形の持続的妨害｣ (広中氏), と解すべきであろう｡ つまり,

本件訴訟では, 被告由来の放射性物質が, 被告の福島原発の爆発時だけで

なく, 現時点まで引き続き, 原告の土地において, 原告の土地に対して継

続的・持続的に妨害している, と見るべきであろう｡

２) 物権的妨害排除請求権の相手方

次に, 第２として, 妨害の排除を ｢誰が｣ 主張でできるか, であるが,

妨害が所有権について生ずれば, もとより, その所有権者が, 請求主体と

して妨害排除の請求をなしうることになる｡ 問題となるのは, 第３に, 妨

害排除請求を ｢誰に対し｣ て主張できるか, つまり相手方は誰か, である｡

我妻栄＝有泉亨氏によれば, ｢現に妨害を生ぜさせている事実をその支配

内に収めている者
(23)
｣ である｡ もっとも, この点については, ｢物権の円満

な状態を回復する｣ 方法を確保する, という観点から, まず, a) ｢自ら所

有権の妨害状態を生ぜしめた者｣ は, もちろん, 妨害排除請求権の相手方

となる, と説かれる｡ 次いで, a) に限らず, b) ｢その者の支配に属する
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(23) 我妻栄著 (有泉亨補訂) (以下, 我妻栄前掲) 『新訂 物権法』 (岩波書

店, 1985年) 266頁｡



事実によって物権の侵害状態を生ぜしめている者｣ も相手方になる, と説

かれている
(24)
｡ つまり, 仮に ｢現に妨害を生じさせている事実｣ が, b) の

ように, 被告の ｢支配に属する事実によって物権の侵害状態を生ぜしめて

い｣ ない者でも, a) の ｢自ら所有権の妨害状態を生ぜしめた者｣ なら,

妨害排除請求の相手方となる｡

そして, 山野目章夫氏
(25)
も, 妨害排除請求権について, 広中氏の上記の２

区分を前提として次のように指摘している｡ 動的妨害については, 現に妨

害者の行為が行われている時に, 妨害者に対して, また, 静的妨害につい

ては, 現に妨害状態が生じている時に, 妨害 ｢状態の解消を解消する責め

を所有者 (原告－筆者) でない者に帰するのが相当である｣ 場合, その者

に妨害除去をさせるべきだとする｡

そこで, 差戻し後の福島地裁判決について見てみよう｡ 物権的妨害排除

請求権は, ｢相手方が妨害事実を自己の支配内に収めている｣ 要件 (我妻

＝有泉説の b) に相当) がある場合に (のみ－筆者) 生じる (上記２.の

①の�) の命題), としている｡ しかし, 我妻＝有泉説によれば, b) に

該当しなくても, a) に該当する者は, 当然, 物権的妨害排除請求権の相

手方になる｡ また, 山野目氏によっても, 妨害状態を解消する責めを負わ

せるのが相当である者が相手方になる｡ であれば, 我妻＝有泉説ないし山

野目説に従う限り, 本件訴訟では, 被告東京電力は, ｢自ら所有権の妨害

状態を生ぜしめた者｣ ないし ｢妨害状態の解消の責めのある者｣ として,

同請求権の相手方になるのではないか｡

３) 物権的妨害排除請求権と原状回復

さらに, 物権的妨害排除 (または妨害停止) 請求権の要件と共に, 同請
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(24) 我妻栄前掲 『新訂 物権法』 (岩波書店, 1985年) 23～24頁｡ なお, 同

書24頁には, 本文で述べた説が ｢多数説である｣, とある｡

(25) 山野目章夫 『物権法 第５版』 (日本評論社, 2012年) 105～106頁｡



求権の効果が問題となるであろう｡ 上記のように, 物権の妨害が ｢継続的

な妨害状態｣ を意味するとすれば, その効果は ｢その除去・解消｣ である,

と理解できよう｡ 問題は, それと ｢原状回復｣ という効果の関係はどうか,

である｡ ｢継続的な妨害状態の除去・解消｣ を広く解すれば, 原状回復も

含まれるからである｡ 原状回復に関する次の判例に注目してみよう｡ 隣地

の所有者 (被告・妨害者) が, 隣地の所有者 (原告・被妨害者) の所有に

かかる下水溝を埋め立てた事件で, 原告が, 被告に対して, 所有権に基づ

き, 埋立て前への原状回復を求めたところ, 大審院1915 (大正４) 年判

決
(26)
は, 次のように述べて, 原状回復を肯定している｡ つまり, 所有権を侵

害された者は, もちろん不法行為による損害賠償請求ができるが, ｢其侵

害セラレタル所有権尚ホ存スルトキハ之ニ基キ物ノ取戻, 妨害ノ排除其他

一般ニ所有権侵害ノ除却ヲモ請求｣ できる, と｡ そして, ｢敷地二附著シ

土地ノ一部トシテ存シタル下水溝｣ が, 埋立てにより仮に ｢形跡ヲ失｣ う

としても, ｢其敷地ノ存スル以上ハ土地所有権消滅セサル｣ から, 下水溝

の原状回復を請求できる, というのである｡ つまり, 日本の判例では, 被

妨害物が外部から見えなくても現存しておれば, 掘り起こすという意味で

の ｢原状回復｣ が可能である, とされ, 学説もこのような判例を支持して

いる
(27)
｡
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(26) 大判1915 (大正４)・12・2 民録21・1965｡ また, 同判例に対して実

質において ｢雙手を挙げて賛同｣ する判例批評として, 鳩山秀夫・民法判

例批評 (法学協会雑誌35・121以下, 1917＜大正６＞年), がある｡ なお,

鳩山氏は, この ｢物権的妨害除去請求権｣ の条文上の根拠を, 間接的にだ

が, 占有訴権に関する民法202条 (｢本権の訴えとの関係｣) に求めている｡

(27) 舟橋諄一・徳本鎮編前掲 『新版注釈民法 (６) 物権 (１)』 194頁 (好

美清光筆)｡ もっとも, 好美氏は, 損害賠償の方法として原状回復が認め

られる法制 (国) のもとでは, 不法行為による損害賠償請求として原状回

復されるべきである, とも指摘する｡



差戻し後の福島地裁判決について見てみよう｡ 同判決は, 物権的妨害排

除請求権は, ｢事故由来放射性物質のみを土壌から事実上分離除去できな

い｣ (上記２.の①の�) の命題), としている｡ もちろん, 本件訴訟で問

題となっているのは, 上記判例の埋立ての事案とは異なり, 放射性物質の

土壌への浸透であるから, 同一には論じられないかもしれない｡ しかし,

まず, 物権的妨害排除請求権の効果として原状回復を認める点自体につい

ては, 日本の判例上・学説上は問題はなく, 残る問題は, 原状回復の方法

如何であろう｡ そして, 現に, 仙台高裁から差し戻されて, 俎上に載せら

れているのは, 原状回復の ｢方法｣ 如何という点ではないか｡ つまり, 原

状回復として, ｢事故由来放射性物質のみ｣ を分離する方法があるか, で

はなく, ｢土地の表面から 30 cm以上の土壌を取り除き, 客土する｣ 方法

はどうか, が問題となっている｡ 同判決自身も, この客土による方法なら,

被告の ｢作為の内容の特定を欠｣ くとは言えない, とし, 実体的審理に入っ

たはずである｡

４) 物権的妨害排除請求権と放棄・付合

①物権的妨害排除請求権と放棄

ところで, 土地の所有者が, 隣地に自己の所有地の土砂を崩落させ, 隣

地に妨害状態を現在生じさせている場合に, その土砂所有権を放棄したら

どうなるか｡ つまり, 物権の放棄は, 物権を消滅させる単独行為であり可

能であるが, 土砂の所有権が放棄され, 妨害者が所有権を失えば, 被妨害

者は, 妨害排除請求権を主張できなくなるであろうか｡ まず, 放棄につい

ては, 隣地から崩れてきた土砂の妨害排除請求等に関する事件に関する次

のような裁判例
(28)
がある｡ 判決は, まず, 隣地所有者による土砂の所有権の

放棄の主張に関しては, 民法268条１項 (地上権の存続期間)・398条 (抵
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(28) 東京高判1976 (昭51) 年４月28日 (判時820・70) (確定)｡



当権の目的である地上権等の放棄) が, 第三者の権利を害することはでき

ない, とする趣旨を参考にすべきだ, と言う｡ そして, 隣地の土砂崩れに

よる被妨害地の所有者は土砂所有権の放棄は許されない, と言うのである｡

その理由は, 隣地所有者が土砂の所有権を放棄すれば, 妨害排除請求権の

相手方を失ってその権利を害されるから, である｡

他方で, 学説では, 隣地の土地所有権に対する妨害の事実を妨害者が知っ

ている場合でも, 妨害物の所有権が放棄されれば, 被妨害者は, 妨害物を

無主物として先占でき, 結果として妨害排除請求権が消滅する旨を説く
(29)
説

もある｡ しかし, 土砂所有権の放棄は認められず, 妨害排除請求権は消滅

しない, とする説が多数であろう｡ 例えば, 衝突事故により道路下の田に

転落した自動車があった場合, 自動車の所有者が, その所有権の放棄をし

ても, 被妨害者は妨害排除請求ができる｡ なぜなら, 自動車所有者は, な

お ｢その物 (自動車－筆者) に対する干渉が可能な立場にある｣ からであ

る
(30)
｡ そして, 好美清光氏は, 以上の説をフォローしつつ, 後者の説を ｢権

利濫用説｣ として整理した上で基本的には支持しつつも, むしろ ｢信義則
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(29) 於保不二雄「物権的請求権の本質」 (法学論叢70巻２号, 1961年) 24

頁｡

(30) 奥田昌道 ｢民法学のあゆみ｣ (法律時報47巻10号, 1975年) 140頁｡ 川

角由和 ｢近代的所有権の基本的性格と物権的請求権 (二・完) －その序論

的考察－｣ (九大法学51号, 1985年) 75頁も, 奥田説を支持する｡ なお,

川角氏の同論文は, 後述するドイツの E. Picker 氏の説に触れて, E.

Picker氏は, このような場合に, 所有権放棄を肯定しネガトリア責任 (＝

妨害排除請求権) を否定するが, ドイツでは, 仮に E. Picker氏の言うよ

うに同責任が否定されても, 所有権の放棄行為自体を不法行為とみなし,

その効果として原状回復が可能なので, 同責任と同じ効果が得られる, と

している｡ なお, 川角氏によれば, ドイツの裁判例 (OGHZ 2・170) で

は, E. Picker氏の説とは異なり, 所有権の放棄をしてもネガトリア責任

に影響はない, とされている｡



上除去義務は免れない｣, と解すれば足りる, としている
(31)
｡ このように,

裁判例・学説では, 妨害者による妨害物の所有権の放棄は許されない, と

する考え方が強いと言えよう｡

差戻し後の福島地裁判決について見てみよう｡ 同判決は, ｢事故由来放

射性物質でも被告の支配は及ばず原告の土地に付合する｣ (上記２.の①の

�) 及び②の命題), としている｡ この ｢被告の支配は及ば｣ ない理由と

して, 同判決は, 被告東京電力による放射性物質の ｢放棄｣ がなされたか

ら, としているわけではない｡ しかし, ｢付合｣ とは法的性質は異なるも

のの, 妨害者による妨害物の所有権の ｢放棄｣ も, 被告の支配が及ばない

理由とされうる｡ しかし, 以上で述べたことからすれば, 本件訴訟で, 仮

に被告東京電力が放射性物質の所有権を放棄したとしても, それは許され

ないであろう｡

②物権的妨害排除請求権と付合―その１

次に, 上記①の事例で, 被妨害状態が生じている隣地に妨害者の所有す

る土砂が付合し, 土砂の所有権が妨害者から被妨害者に移転した, と考え

ることができるか｡ つまり, 土砂の付合により, 被妨害者は土砂の所有権

を取得し, 妨害排除請求権を主張できなくなるか, である
(32)
｡ 付合とは,

｢それまで独立に所有権の対象となっていた物が不動産に付着して独立性

を失い, 社会経済上不動産そのものと見られるようになること
(33)
｣ である｡
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(31) 舟橋諄一・徳本鎮編前掲 『新版注釈民法 (６) 物権 (１)』 (有斐閣,

1997年) 192頁 (好美清光筆)｡

(32) 飛散した放射性物質が原告の土地に付合し, 被告にはその所有権がな

い, との主張は, 早くから東京電力によりなされている (福島県二本松市

のゴルフ場の除染に関する東京地判2011＜平成23＞年10月31日＜判例集未

登載＞12頁)｡ また, この裁判では, 同時に, 飛散した放射性物質は無主

物となったから, 被告にはその所有権はない, との主張もなされている｡

(33) 我妻栄前掲 『新訂 物権法』 (岩波書店, 1985年) 306～307頁｡



確かに, 妨害者所有の土砂が, 仮に被妨害者所有の土地に付着して独立性

を失い, 社会経済上, 当該土地そのものと見られ, 被妨害者の土地に付合

(民法242条参照) すれば, 被妨害者の妨害排除請求は消滅しそうである｡

この点についての学説上の議論は従来あまり多くはない｡ 山田晟氏
(34)
は, 上

記の事例と同様の事例を設定して, この事例は, 正確には不動産同士の付

合の事例であるとするが, それはともかくとして, 付合の有無について

｢外形｣ を重視する｡ 山田氏は, 結論的には, この事例では, 妨害地の土

砂部分と被妨害地とが ｢外観上大体において区別されるかぎり｣ は, 両者

は付合しない, つまり, 妨害地所有者の ｢引取請求権｣ (裏返せば, 被妨

害者の妨害排除請求権) が生じる, と言う｡

川角由和氏も, 上記同様の事例を設定し, この場合の付合とは, ｢妨害

物の分離が可能な｣ 限り, ｢妨害者の方から責任回避の方便として主張さ

れる｣ ｢悪意の抗弁｣ であるから顧慮に値せず, と指摘している
(35)
｡ このよ

うに, 山田氏・川角氏によれば, 妨害土砂・被妨害土砂の ｢外観上の区別｣

や妨害物 (妨害土砂) の ｢分離｣ が可能な限り, 付合は生じないので, 物

権的妨害排除請求権は消滅しない｡ しかし, 逆に言えば, このような ｢区

別｣ や ｢分離｣ が可能でない場合は, 付合により物権的妨害排除請求権は

消滅する, との解釈が生じうる｡ これらが可能でないように見える典型例
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(34) 山田晟 ｢物権的請求権としての 『引取請求権』 について｣ (『法学協会

百周年記念論文集』 ＜有斐閣, 1983年＞第三巻) 22頁以下｡ なお, 山田説

によれば, 物権的請求権には, 通説でいう３種 (返還・妨害排除・妨害予

防) の他に, ４つ目として ｢引取請求権｣ (妨害者が被妨害者の認容のも

と自らの費用で被妨害者のもとに物を引き取る権利) があり, かつ妨害者

のこの引取請求権は, 被妨害者の妨害排除請求権とは矛盾しない関係にあ

る｡

(35) 川角由和前掲 ｢近代的所有権の基本的性格と物権的請求権 (二・完)

－その序論的考察－｣ 74頁｡



が廃棄物の投棄・放置による土壌汚染の例である｡ ただ, この点について

は, むしろ, 裁判例をめぐる議論が従来の中心であり, 以下では, 裁判例

に注目することとしたい｡

②物権的妨害排除請求権と付合―その２

以下では, 廃棄物 (有害物質) による土地への付合の可否が問題となっ

た２つの裁判例を紹介し, まず, 以下の第１の裁判例 (鳥取地裁2004＜平

成16＞年判決
(36)
) との関係で, 付合の要件について, 次に, 以下の第２の

裁判例 (後述) との関係で, 付合と ｢継続的な妨害状態｣ との関係につい

て, さらに, 付合の制度趣旨について検討を行う
(37)
｡ 第１の裁判例は, ウラ

ン鉱を採掘していた採掘事業者が近隣地を賃借して, 採掘によるウラン残

土 (以下, 残土) を近隣地に堆積していたが, 同近隣地の賃貸借契約は期

間満了により終了し更新もされないまま, 事実上残土を堆積・放置した事

案である｡ 同近隣地付近の原告・土地所有者が, 被告・採掘事業者に対し,

所有権に基づく妨害排除請求権等に基づき, 堆積・放置した残土の撤去を

求めた｡

これに対し, 判決は, 残土の内 ｢第一残土｣ については, 土地に対する

付合を認めなかった｡ つまり, 第一残土は, 被告が自らの責任でいずれ撤

去するため ｢フレコンバッグ｣ に詰められ, ｢外形上…元来の土地 (残土
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(36) 鳥取地判2004 (平成16) 年９月７日 (判時1888・126)｡ 原告・榎本益

美氏が被告・核燃料サイクル事業団に対してウラン残土の撤去を求めたい

わゆる ｢榎本訴訟｣ の第１審判決である｡ 同判決については, 片岡直樹

｢ウラン残土放射能汚染による土地利用妨害排除の裁判－『榎本訴訟』 第１

審について－｣ (現代法学26号, 2014年) 51頁以下に詳しい｡ また, 同訴

訟を含む事件の全体像については, 土居淑平・小出裕章 『人形峠ウラン鉱

害裁判 核のゴミの後始末を求めて』 (批評社, 2000年) が詳しい｡

(37) 以下については, 深津功二 ｢土壌汚染と不作為の不法行為, 妨害排除

請求権｣ (NBL 971号, 2012年) 7 頁以下における見解を参照したが, 筆

者は, この見解に賛成する立場で論じている｡



の堆積場の土地－筆者) とも容易に区別することが可能｣ であり, ｢他の

残土と分離させ, 独立の動産としたもの｣ だから付合しない, とした｡ し

かし, 残土の内 ｢第二残土｣ については残土が土地に付合したとする｡ つ

まり, 第二残土は, ｢借地契約に基づき…堆積されたもの｣ で ｢堆積は当

然…予定され｣, ｢外形上は…元々存在した土砂と異な｣ らず, ｢独立性を

有しておらず, 社会経済上…土地と一体となった｣ として付合する, と言

う｡ その結果, 被告には, 原告の土地利用に対する妨害事実はあるが, 被

告はその妨害事実を ｢支配内に収めている者｣ とは言えないから, 妨害排

除請求の相手方にはならない, とした｡

しかし, 次の点が指摘できるであろう｡ 第１に, 同判決は, 第二残土に

ついて付合を認めているが, その理由は, 単に第二残土の外形に注目して,

｢外形上は…元々存在した土砂と異な｣ る点 (独立性の有無) にある, と

したのではない｡ 第二残土の付合することとなった ｢堆積・放置｣ が,

｢借地契約に基づ｣ くもので, ｢堆積は当然…予定され｣ ていた (社会・経

済上の一体性) から, である｡ 逆にいえば, 契約などにより, 堆積・放置

が予定されていなければ, 外形的な独立性がなくても, 付合は生じないこ

とになる｡ 第一残土については, 第二残土とは反対に, 被告が自らの責任

でいずれ撤去する予定であり, むしろ外形上分離されフレコンバッグに詰

められていたのは, そのような事情による｡ 第２に, 妨害排除請求の相手

方の要件として, 相手方 (被告) が, その妨害事実を ｢支配内に収めてい

る者｣ である必要がある, とする点に関してである｡ 確かに, ｢相手方｣

要件として, この要件は必要であろう｡ しかし, 以上で述べたように, 我

妻＝有泉説ないし山野目説
(38)
に従う限り, 逆に, 相手方 (被告) が, ｢自ら

所有権の妨害状態を生ぜしめた者｣ である場合, ないしは ｢妨害状態の解
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(38) 我妻栄前掲 『新訂 物権法』 (岩波書店, 1985年) 23～24頁｡ 山野目章

夫前掲 『物権法 第５版』 (日本評論社, 2012年) 105～106頁｡



消の責めのある者｣ である場合は, 妨害事実を ｢支配内に収めている
(39)
｣ と

して, 相手方 (被告) になる, と解すべきである｡ そして, これも以上で

述べたように, 仮に, 被告は, 妨害物の付合の結果として, 妨害事実を

｢支配内に収めていない｣ と考えるとしても, 妨害物の所有権の放棄と同

様に, このような付合の主張は, 権利濫用ないし信義則となり許されない,

と解すべきではないか
(40)
｡

②物権的妨害排除請求権と付合―その２

次に, 第２の裁判例 (東京地裁2012＜平成24＞年判決
(41)
) は, 次のよう

な事案である｡ 被告は, 購入した土地に, 有害物質 (重金属類・揮発性有

機化合物) を含む土壌汚染があることを知り, 土壌汚染を除去する工事を

自主的に行った｡ その後, 公害等調整委員会の責任裁定により, 汚染の原

因は隣接地に埋立てをさせていた原告 (Ｋ市) にあるから原告には損害賠

償義務があるとされたので, それに対抗して, 原告は, 被告に対して, 債

務不存在確認請求をした｡ これに対して, 被告は, 原告に対する損害賠償

を請求 (反訴＝主位的請求) をした上で, その他に, 予備的請求として,

所有権に基づく物権的妨害排除請求に基づく費用償還請求をした｡ 判決は,

同費用償還請求を否定して言う｡ ｢本件廃棄物…は, 本件土地に埋め立て

られることによって, 同土地の構成部分となっている｣ (付合している－

筆者) から, ｢原告による妨害状態が継続して存在している」とは言えな

い｡ つまり, 廃棄物が既に埋立てられているのだから, 物権的妨害排除請

求権の要件である ｢継続的な妨害状態｣ の要件は満たさない, と言うので
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(39) 奥田昌道前掲 ｢民法学のあゆみ｣ 140頁の事案では, 道路下に転落し

た自動車の所有者が, なお ｢その物 (自動車－筆者) に対する干渉が可能｣

であれば, 同所有者はその物を ｢支配内に収めている｣ と考えて良い, と

されているが, 付合でも同様と思われる｡

(40) 舟橋諄一・徳本鎮前掲 『新版注釈民法 (６) 物権 (１)』 192頁｡

(41) 東京地判2012 (平成24) 年１月16日 (判タ1392・78)｡



ある｡

しかし, 次の点を指摘できるであろう｡ 仮に埋立てにより廃棄物が埋め

立てされても, それが有害物質を含む以上, 人の健康被害が生じるおそれ

が残り, 土地への ｢妨害状態が継続して存在｣ することは否定できないと

思われる｡ 例えば, 廃棄物の埋設の事案ではないが, ゴルフ場の土地所有

権者が, 物権的妨害排除請求権により, 福島原発事故の放射性物質により

生じたゴルフ場の土壌・芝生の汚染の除去を求めた事案の裁判 (決定) 例
(42)

がある｡ それによれば, 放射性物質は人体に影響を及ぼすから, ゴルフ場

(土地) の ｢使用, 収益又は処分に何らかの不利益な影響が及ぶことは否

定できない｣｡ つまり, 有害物質 (放射性物質) の土壌への付着・浸透に

より, 人体への影響は消滅しない以上, 土壌浸透された ｢土地｣ への ｢妨

害状態｣ が ｢継続｣ するとされている｡ このように考えれば, 付合が生じ

ても妨害排除請求の要件 (｢継続的な妨害状態｣) は満たされることになり,

もともと付合すれば ｢継続的な妨害状態｣ が消滅するという命題と矛盾す

る｡ この矛盾は, ｢継続的な妨害状態｣ は付合により消滅しない, と考え

れば解消するが, 廃棄物の埋め立ての事案でも同様であろう｡

さらに, 以上２つの裁判例に共通する問題点として, 次の点が指摘でき

よう｡ そもそも付合制度の趣旨
(43)
を考えねばならない｡ 深津功二氏や田高寛
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(42) 福島県二本松市のゴルフ場の除染に関する東京地決2011 (平成23) 年

10月31日 (判例集未登載) 20頁｡ ただし, 同決定は, 結論的には妨害排除

請求は否定した｡

(43) 田高寛貴 ｢土地所有者が負担すべき責任の限界－土地所有権 『放棄

(移譲)』 制度構築の前提として｣ (NBL 1152号, 2019年) 20頁は, ｢土壌

汚染除去について原因作出者の責任を否定し, あるいは土地所有者の第三

者に対する責任を認めるための論拠として付合を用いるのは, 制度の趣旨

を逸脱するもので許されない｣, とする｡ なお, 田高氏の同論文の狙いは,

広く土地所有者が負担すべき責任の限界を踏まえつつ, 新たな土地所有権

｢放棄 (移譲)｣ 制度とは何か, を論じるものであり, 付合制度についての



貴氏によれば, 付合制度は, 付合の効果として, 付合により所有権を失っ

た者からの償金請求権 (民法248条, 不当利得の返還) を想定している｡

その場合, 当然, 付合の対象物は有価物 (｢無価値な物や有害な物｣ でな

い物) であり, 付合の結果として所有権が取得された物の経済的価値を増

すことが想定されている｡ 逆に, 廃棄物や有害物質の場合, 付合によりそ

の物の所有権を取得した者が損失を受け, 所有権を失った者が利得を得る

ことになろう｡ であれば, 所有権取得者 (＝被妨害者) に対する償金請求

権は生じないばかりか, 所有権喪失者 (＝妨害者) に対する, いわば逆

｢償金請求｣ が認められるべきことになるのでないか｡

差戻し後の福島地裁判決について見てみよう｡ 上記の①の�) 及び上記

の② (事故由来放射性物質でも被告の支配は及ばず ｢原告の土地と完全に

同化｣ して付合する, という命題) は, 実は, 上記の２つの裁判例 (鳥取

地裁2004＜平成16＞年判決・東京地裁2012＜平成24＞年判決) からの流

れを組むものであり, 妨害排除請求権の主張を付合により ｢封じる｣ 考え

方として機能している｡ しかし, 以上述べたことの繰り返しになるので,

詳細は避けるが, 両地裁判決は, 付合制度の趣旨に関する根本的な誤解の

上に立った判決であり, その誤解を, 差戻し後の福島地裁判決が継承して

いる｡

ところで, 以上のように縷々日本法の議論として述べた点は, かねてか

ら, ドイツの土壌汚染事件の裁判で争われ, また, 学説レベルでも, 重要

な論点として議論が闘わされてきている｡ しかも, 本件訴訟の差戻し仙台

高裁判決に関する解説
(44)
では, 土壌汚染物質の土地に対する付合に関連して,
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指摘はその一環である｡ 田高氏によれば, 土壌汚染における汚染物質の除

去については, 原因者にこそ一次的な責任が課されるべき, とされる｡

(44) 仙台高判2018 (平成30) 年３月22日, および仙台高判2018 (平成30)

年９月20日に関する判時2397・45の無署名解説｡



近時のドイツの有力説が紹介され, 有力説では, ｢土壌汚染の事例では,

請求の相手方に有害物質の所有権を観念できない限り, 土地所有権の侵害

がない｣, と指摘されている｡ この指摘は, まさに, 本件訴訟における今

回の差戻し後の福島地裁判決を示唆するようなものであった｡ 以下では項

を改めて検討してみよう｡

４. ドイツにおける物権的妨害排除請求権

１) 物権的侵害除去請求権に関する判例

①土壌汚染事件に関する判例

以下では, ドイツの土壌汚染事件に注目し
(45)
, それとの関連で, 物権的妨

害排除請求権 (物権的侵害除去請求権＜ドイツ民法＜以下, BGB＞1004

条１項前段
(46)
＞) (以下, 物権的侵害除去請求権) に関する判例・学説を分
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(45) ドイツには, 連邦土壌保護法 (1998年制定) があり, 同法等による土

壌汚染の除去のための行政措置が命じられるが, その場合の土地所有者等

の責任として状態責任が採用されている｡ 状態責任について, 行政法学の

観点から論じた桑原勇進 ｢状態責任の根拠と限界 (一)～(四・完) －ドイ

ツにおける土壌汚染を巡る判例・学説を中心に｣ (自治研究86巻12号54頁,

同87巻１号66頁, 同２号76頁, 同３号86頁, 2010～2011年) がある｡ 状態

責任とは, 日本の土壌汚染対策法でも採用されている土地所有者等の責任

であり, 次のようなものである｡ つまり, ｢土壌汚染等により人の健康被

害が生じまたは生じるおそれがある｣ 土地について, 原則として ｢土地の

所有者等｣ が, 例外的に ｢汚染原因者｣ が, ｢汚染除去等の措置をとるべ

き｣ とされる考え方である｡ しかし, ドイツの判例・学説によると, 土地

所有者等が土地を所有・支配しているという事由のみにもとづいて, その

土地所有者等に ｢危険防除義務｣ は課されない｡ ｢汚染の可能性の高い利

用を他人に許諾した結果汚染した｣ とか, ｢汚染を知りまたは知るべきな

のに知らなかった｣ というような土地所有者等に帰責しうる別の事情が必

要である｡ そこで, 日本の土壌汚染対策法７条の ｢土地の所有者等｣ とは,

｢何らかの帰責事由が存する場合の所有者等｣ と限定して読み替える必要

がある, というのが桑原氏の問題提起である｡



析・検討している堀田親臣氏の研究
(47)
に大幅に依拠して, ドイツ土壌汚染の

判例と学説のエッセンスのみを紹介する｡ まず, 本稿での問題関心からし

て, 焦点は, ｢除去｣ 概念であり, また ｢付合｣ 概念であるので, これら

の点に絞り, その代表的な判例として, 次の２つを紹介しておきたい｡ 第

１は, 原告・土地所有者が, 隣地にある被告・工場から, 自らの土地にテ

トラクロロエチレン等を浸透させられたとして, 自らこれを掘削・浄化し

てその費用を被告に請求した事件に関する連邦通常裁判所1995年12月１

日判決
(48)
(以下, 連邦通常裁判所1995年判決) である｡ 第２は, 原告・土

地所有者が, 自らの土地に, 隣地から炭化水素を含む液体が流れ込んだと

して, 自ら土地上および土壌中の液体を除去して, 隣地・土地所有者に対

してその費用を請求した事件に関する連邦通常裁判所2005年２月４日判

決
(49)
(以下, 連邦通常裁判所2005年判決) である｡

これらの事件では, 原告は, 除去・浄化費用 (連邦通常裁判所1995年

判決) や掘削・処理費用 (連邦通常裁判所2005年判決) の請求をしてい

るが, その根拠は, 事務管理の費用償還請求権 (BGB 677条・683条
(50)
), ま
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(46) BGB 1004条１項：(前段) 所有者は, その所有権が占有の侵奪又は抑

留とは異なる方法で侵害 (＝��������	
������) されるときには, 妨害者

(＝�����) にその侵害の除去 (＝Beseitigung) を請求することができる｡

(後段) 引き続き侵害が懸念されるときには, 所有者は, 不作為を訴求す

ることができる｡ 同条２項：所有者が認容義務を負うときには, 前項の請

求をすることはできない｡

(47) 堀田親臣 ｢土壌汚染と物権的請求権 (一) －近時のドイツの裁判例を

中心に－｣ (広島法学37巻１号, 2013年) 199頁以下, 同 ｢土壌汚染と物権

的請求権 (二・完) －近時のドイツの裁判例を中心に－｣ (広島法学39巻

３号, 2016年) 43頁以下｡

(48) NJW 1996・845｡

(49) NJW 2005・1366｡

(50) BGB 677条：他人により委託され, または他人のために義務を負うこ

となく, 他人のために事務を管理した者は, 現実の, または推定される本



たは不当利得の返還請求権 (BGB 812条１項１文
(51)
) であり, これらの請求

には, ドイツ民法1004条１項の物権的請求権の要件充足が求められてい

る｡ また, この両事件の原告は, 並行して, 不法行為による損害賠償請求

権 (BGB 823条・249条) も請求している｡ なお, BGB 249条
(52)
が原状回復

原則を採用していることから, BGB 1004条とBGB 823条・249条の関係を

どう理解するか, は重要な問題であるが, 本稿では, 必要に応じて言及す

るに留める｡

②判例における ｢除去｣・｢付合｣ 概念

第１の連邦通常裁判所1995年判決は, BGB 1004条１項による侵害除去

請求の範囲を判断し, ｢除去｣ の範囲の中に ｢除去・浄化｣ も含まれると

して, 原告は ｢除去・浄化｣ 費用の請求は可能である, としている｡ テト

ラクロロエチレン等が土壌に浸透した場合, 分離して除去することが技術

的にできなくても, 土壌の除去やその処理は広く ｢除去｣ にあたると判示

し, 原告の除去・浄化 (以下, ｢掘削・処理｣ とする) 費用の請求を認め

ている｡ そして, 第２の連邦通常裁判所2005年判決も, 連邦通常裁判所

1995年判決と同様に, BGB 1004条１項の侵害 ｢除去｣ の範囲の中に ｢掘
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人の意思を考慮して, 本人の利益に適うように, その事務を管理しなけれ

ばならない｡ BGB 683条：(前段) 事務管理の引受けが, 本人の現実の,

または推定的な意思に合致する場合は, 事務管理者は, 受託者と同様に,

その費用の償還を請求することができる｡ (後段－略)

(51) BGB 812条１項１文：他人の給付により, またはその他の方法で, 他

人の者の負担において, 法律上の権限なく何かを利得した者は, その者に

返還の義務を負う｡

(52) BGB 249条１項：損害賠償の責任を負う者は, 賠償義務を生じさせた

事情がなかったとしたらあったであろう状態を回復しなければならない｡

同条２項：(前段) 人の侵害または物の損傷による損害賠償をなすべき場

合は, 損害賠償の債権者は, 原状回復に代えてそのために必要な金額を請

求することができる｡



削・処理｣ が含まれる, としている｡ さらに, 同判決は, ｢放棄｣・｢付合｣

に関連して, 本来除去すべき ｢物｣ について, 仮に被告が所有権の放棄を

なし, または原告地への ｢付合｣ (BGB 946条) が生じ, 被告が所有権を

失った場合でも同様である, と判示している｡ もっとも, 同判決では, 炭

化水素を含む液体を流れ込ませたのは, 被告ではなく, 故意ある第三者に

よるものだとされ, 被告に対する請求は棄却された｡ この点は, BGB

1004条１項における ｢妨害者｣ 概念との関係で重要な点であるが, 言及

にするに留める｡

このような連邦通常裁判所の判決は, 他の連邦通常裁判所の諸判例
(53)
と相

まって, ドイツの判例を形成している｡ つまり, 第１に, 土壌汚染の除去

は, BGB 1004条１項の物権的侵害除去請求権により可能であり, その除

去の範囲は, 妨害物が浸透する場合は汚染土壌の掘削・処理に及び, 第２

に, 妨害物が原告の土地に対して仮に付合して (または妨害物の所有者が

所有権の放棄をして), 被告の所有でなくなっても, 物権的侵害除去請求

権の主張は可能である｡ ただし, 多くの事件では, 原告が, 最初から, 物

権的侵害除去請求権を主張するのではなく, 原告がまず掘削・処理をし,

その費用を事務管理または不当利得により請求する際の前提問題として物

権的侵害除去請求権の存否が争われていることに注意しよう｡

２) 物権的侵害除去請求権に関する学説

①物権的侵害除去請求権に関する通説

そして, 学説状況に目を転じると, 堀田親臣氏
(54)
によれば, ドイツの通説

では, BGB 1004条１項による物権的侵害除去請求権における ｢侵害｣・
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(53) 連邦通常裁判所判決1986年９月18日 (BGHZ 98・235), 同1990年３月

８日判決 (BGHZ 98・235), 同1999年７月22日判決 (BGHZ 142・227)｡

(54) 堀田親臣 ｢土壌汚染と物権的請求権 (二・完) －近時のドイツの裁判

例を中心に－｣ (広島法学39巻３号, 2016年) 50頁以下｡



｢相手方｣・｢付合｣ に関して, 大要, 次のような�)～�) までの理解が示

されている｡

�) 土壌汚染も, BGB 1004条の意味での ｢侵害｣ に当たり, 侵害に責

任を負う妨害者が存在すれば, 土壌汚染をされた土地所有者は, BGB

1004条により, 侵害に責任を負う妨害者に侵害の除去を請求できる｡

�) BGB 1004条に基づく同請求権の相手方は, 妨害者であるが, 妨害

者には, ｢行為妨害者
(55)
｣ と, ｢状態妨害者

(56)
｣ の２種類があり, 土壌汚染事件

の場合は, 主に行為妨害者としての責任が問題となる｡

�) 土壌汚染をされた土地所有者は, ｢土壌とそこに侵入している物質

(有害物質－筆者) との間に密接な結びつき
(57)
｣ (付合) が生じた場合でも,

BGB 1004条により, 侵害の除去を請求できる｡

�) 土壌汚染の特殊性は, ｢有害物質と土地の密接な結びつき｣, つまり

有害物質の除去の技術的な困難さにあるが, そうであれば, 侵害除去の責
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(55) 定義にはヴァリエーションがあるが, 連邦通常裁判所2006年12月１日

判決 (NJW 2007・432) の定義を用いるなら, ｢所有権の侵害を, その行

動, つまり積極的行為または義務に違反した不作為によって引き起こした

のが相当とされる者｣, である｡

(56) 行為妨害者と同様に, 連邦通常裁判所前掲2006年12月１日判決の定義

を用いるなら, ｢なるほど侵害を引き起こしてはいないものの, その標準

的な意思を通じて, 侵害状態が維持されている者｣, である｡ なお, 以上

の２種の区別は, 特に, ｢自然力による妨害｣ をめぐる問題について検討

する際に意味を持ってくる (堀田親臣 ｢物権的請求権の相手方 (一) －自

然力による妨害をめぐるドイツの議論を中心に－｣ ＜広島法学31巻４号55

頁以下, 2008年＞, ｢同 (二・完)｣ ＜広島法学34巻４号37頁以下, 2011

年＞) ので, 本稿での問題関心とはややずれることになる｡

(57) 連邦通常裁判所1995年判決の文言による (NJW 1996・847)｡ ここで

は, ｢密接な結びつき (die enge Verbindung)｣ とされているが, 法的な意

味での ｢土地との付合 (die Verbindung mit einem �������	
�)｣ が生じた,

との理解が示されているようである｡



任者は, そのような侵害の除去のために必要な措置, つまり汚染土壌の掘

削・処理の義務を負う｡

�) �) の根拠については, ｢再利用可能性理論
(58)
｣ では, ｢改めての土地

の利用可能性を確保する｣ ために必要だから, と, ｢反対の行為理論
(59)
｣ で

は, ｢妨害者に対して, 所有権侵害とは反対の行為 (侵害を消滅させる行

為)｣ を請求できるから, と説明される｡

�) そして, 土壌汚染をされた土地所有者が, BGB 1004条に基づき,

侵害者に対する責任を負う者に対して汚染除去の請求をする場合, BGB

823条 (不法行為による損害賠償請求権) とは異なり, その者の故意また

は過失は要件とされない｡

以上の内, 本稿の問題関心から, �)・�) ～�) に着目してまとめる

と, ドイツの通説は, 第１に, 土壌汚染の除去は, BGB 1004条１項の

｢侵害｣ にあたるので, 物権的侵害除去請求権により可能である｡ 第２に,

土壌とそこに侵入している物質 (有害物質) との間に密接な結びつき (付

合) が生じた場合でも同様である｡ 第３に, 妨害物が浸透する場合は, 除

去請求の範囲は, 汚染土壌の掘削・処理に及び, その理論的根拠として,

｢再利用可能性理論｣ と ｢反対の行為理論｣ とがある, というものである｡
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(58) この説を代表する教科書として, Wolf, Sachenrecht, 19. Aufl., 2003, S.

146その他が挙げられるが, この説は判例の立場を支持するものでもある｡

この理論によれば, BGB 1004条により保護される ｢侵害｣ の範囲は, 他

の説に比べて最も広くなる｡ なお, ヴォルフ /ヴェレンホーファー著, 大

場・水津・鳥山・根本訳 『ドイツ物権法』 (成文堂, 2016年) 467頁に,

｢再利用可能性理論｣ を説明する改訂第30版の同教科書 (Wolf / Wellenhofer,

Sachenrecht, 30. Aufl., 2015, S. 387) の日本語訳が掲載されている｡

(59) この説を代表する論文として, F. Bauer, Der Beseitigungsanspruch

nach §1004 BGB, Acp 160. (1961), S. 465ff. 以下その他多数が挙げられる｡

F. Bauerの同論文の489頁で, 反対の行為 (contrarius actus) 理論につい

て説明されている｡



②物権的侵害除去請求権に関する有力説

これに対して, ドイツの有力説
(60)
は, 次の４点 (�)～�)) について, 通

説・判例と異なった理解を示しており, 上記における通説の主張�)・

�)～�) との間で対比させることができる｡

�) BGB 1004条の ｢侵害｣ は, 侵害者が ｢問題となる作用行為自体が

継続している限り｣ で適用され, 継続した所有権侵害がない場合は適用さ

れず, 結局, 土壌汚染は, BGB 1004条の意味での ｢侵害｣ には当たらな

い｡

�) そもそも, 土壌汚染の場合, 汚染物質の所有権の放棄が行われ, ま

たは汚染物質が土地に付合することになる
(61)
から, BGB 1004条の意味での
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(60) 有力説の代表者は, E. Picker 氏であり, その代表的論文は, Der

negatorische Beseitigungsanspruch, 1972 である｡ その全文にわたる日本

語訳として, 川角由和 ｢＜翻訳＞エドアルド・ピッカー著 『物権的妨害排

除請求権 (１)～(14・完)』 (龍谷法学37巻２号１頁以下＜2004年＞～同43

巻１号349頁以下＜2010年＞) がある｡ また, E. Picker氏の見解を日本に

紹介し, 日本法への示唆を吟味するものとして, 根本尚徳 『差止請求権の

理論』 (有斐閣, 2011年) 177頁以下がある｡

(61) 所有権の放棄や付合による所有権の消滅に関する E. Picker氏の前掲

論文 Der negatorische Beseitigungsanspruch, 1972 の日本語訳は, 川角由

和 ｢＜翻訳＞エドアルド・ピッカー著 『物権的妨害排除請求権』 (７)｣

(龍谷法学40巻１号) 183頁以下・ ｢同 (８)｣ (龍谷法学40巻３号) 312頁

以下にある｡ また, 川角由和 ｢第５章 ドイツ民法典における所有権保護

法規請求権としてのネガトリア責任と金銭賠償責任との関係－判例分析を

兼ねて｣ (同 『物権的妨害排除請求権の史的展開と到達点』 ＜日本評論社,

2019年＞) 226頁は, ライヒ裁判所1902年６月４日 (RGZ 51・408) (鉄鉱

露天掘りに伴う鉄鉱廃棄物＜以下, 廃棄物＞の隣地への陥落事件) の判旨

を批判して, E. Picker氏による指摘を紹介しつつ, 廃棄物を隣地に陥落

させた者の廃棄物の所有権の放棄や隣地への廃棄物への付合により, 隣地

の所有権者は, 廃棄物の陥落者に対して, ネガトリア責任 (BGB 1004条

による妨害者の除去責任 (＝物権的妨害排除請求権) を主張できない, と

している｡



｢侵害｣ は存在せず, 土壌汚染をされた土地所有者が, 汚染除去の請求を

することはできない｡

�) 上記�) の根拠は, BGB 1004条の妨害者の責任の内容は, 侵害者

と被侵害者の間の所有権領域の重なり合い (重畳) の解消に尽き, 付合に

ついては, 付合により汚染物質は土地の本質的構成部分となり, 所有権領

域の重なりを想定できないから, である｡

�) 上記の結果, 土壌汚染をされた土地所有者は, BGB 1004条ではな

く, 不法行為による原状回復 (または損害賠償) (BGB 823条・249条) の

請求をすることになるが, BGB 1004条の場合と異なり, ｢侵害者｣ の故意

または過失が要件となる｡

本稿の問題関心から, 以上の内, �) ～�) に着目してまとめると, ド

イツの有力説は, 第１に, 土壌汚染の除去は, BGB 1004条１項の ｢侵害｣

にあたらないので, 物権的侵害除去請求権によることはできない｡ 第２に,

そもそも, 土壌汚染の場合, 汚染物質の所有権が放棄され, または土壌と

汚染物質とは付合するから, 侵害が生じない｡ 第３に, 放棄が可能である,

または付合が起こる理由は, BGB 1004条が除去すべきとしている ｢所有

権の重なり合い｣ の解消が想定できないから, というものである｡

３) ドイツの判例・学説の検討

極めて概略的に見ただけであるが, 以上のように, ドイツの判例・通説

と有力説の間では, 汚染物質に対する除去を BGB 1004条に基づき請求す

る場合, 同条の要件や適用範囲の理解, さらに, 汚染物質の放棄・付合の

可否の理解に大きな相違が見られる｡ ここでは, 次の４点を確認しておき

たい｡ 第１に, まず, 土壌汚染事件では, ドイツの判例・通説では, BGB

1004条による物権的侵害除去請求 (汚染物質の除去請求) をする場合,

その ｢侵害｣ 概念は非常に広く, 侵害者の故意・過失を要件とすることな

く, 侵害の ｢除去｣ として, 原状回復に相当する ｢掘削・処理｣ まで請求
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しうる, とされる点である｡ 第２に, これに対し, ドイツの有力説の場合,

BGB 1004条の ｢侵害｣ 概念は狭く, 汚染土壌事件の場合, その適用は否

定され, BGB 823条等の不法行為に基づく損害賠償請求権が適用され, こ

の場合の効果は, 原則は原状回復とされるが, 他方で, ｢侵害｣ 者の故意・

過失を要件とする｡ 第３に, もっとも, 実際に判例となった事件では, 汚

染土壌の ｢除去｣ 自体は請求されておらず, 被侵害者の投じた費用が, 事

務管理または不当利得として償還 (返還) 請求されており, BGB 1004条

は, それらの成否を決めるものとなっている｡ 第４に, ドイツの有力説の

場合, 汚染土壌の所有権の ｢放棄｣ や被侵害地への ｢付合｣ があれば,

BGB 1004条の ｢侵害｣ はないことになるが, ドイツの判例・通説では,

そもそも, ｢放棄｣ がなされても, または ｢付合｣ が生じても, ｢侵害｣ が

ある, ことになる｡

しかし, ここで確認できることは, 本件訴訟において, ドイツの判例・

通説を適用した場合は, 汚染土壌の被侵害地への ｢付合｣ が生じても, 原

告の妨害排除請求権は認められることになる｡ そして, ドイツの判例・通

説を適用した場合は, その法的効果は, 土壌汚染の場合は ｢掘削・処理｣

なので, 被告東京電力は, ｢掘削・処理｣ に相当する ｢客土｣ が命じられ

る
(62)
ことになろう｡ 繰り返しになるが, 土壌汚染物質の土地に対する付合に

関連して, 近時のドイツの有力説が紹介されている, と述べた
(63)
｡ しかし,

そもそも, ドイツの有力説の前に, ドイツの判例・通説がどのようなもの

か, が日本ではあまり認識されていないのではないか, と思われる｡ 加え
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(62) もっとも, 既に述べたように, ドイツの土壌汚染事件の多くは, 掘削・

処理に要した費用の償還を請求する訴訟であり, 本件訴訟とは若干異なる

が, 結局, 掘削・処理が原状回復に費やした費用である限りでは同じであ

る｡

(63) 前掲判時2397・45の無署名解説｡



て, 日本民法では, 709条の不法行為に基づく損害賠償請求権において,

金銭賠償原則が採用され (722条１項・417条), 不法行為について原状回

復原則をとるドイツ民法 (BGB 249条) とは異なり, 原状回復については,

多くを物権的請求権に期待せざるを得ない事情についても認識しておく必

要があろう｡

５. お わ り に

以上述べてきたところから, 差戻し後の福島地裁判決の看過しがたい問

題点は明らかになったと思うが, 以下の３点の補足的な指摘を付加してお

きたい｡ �) 同判決は, 仮に客土工事による妨害物 (｢放射性物質｣) 除去

(妨害排除) の必要があるとして, 裁判所が被告に妨害物の除去 (妨害排

除) を命じる場合, 同工事は, ｢原告が自ら又は業者に委託して行うこと

が可能である｣ とする｡ しかし, 原告による代替執行も可能だが, かといっ

て, 原告による代替執行が可能であることは, 妨害物についての物権的妨

害排除請求を否定する根拠とはならない, と考えられる｡ �) 次に, 同判

決は, 妨害物は原告土地に付合し, 原告による除去請求はできないとしつ

つ, ｢原子力損害の賠償に関する法律 (原賠法－筆者) 等に基づき損害賠

償請求の請求をする余地｣ もある, とする｡ 確かに, その余地は否定でき

ないが, その場合の ｢損害｣ の範囲・額は, 原告土地の ｢原状回復｣ (客

土) 費用に見合うものには到底ならない, と考えられる｡ �) さらに, 同

判決は, 廃棄物処理法に言及し, 市町村等による同法19条の４以下 (事

故由来放射性廃棄物は産業廃棄物なので同法19条の６) の措置命令発出

の可能性を示唆する｡ 確かに, 放射性物質汚染対処特措法が適用されない

8000 Bq / kg以下の土壌なら, ｢生活環境の保全上｣ の ｢支障の除去等｣

(ただし ｢相当な範囲内｣ のそれ) として, 都道府県知事による廃棄物処

理法の命令も可能かもしれない｡ かといって, その可能性があるというだ
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けでは, 民法上の物権的妨害排除請求権を否定する理由にはならない, と

考えられる｡
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Die radioaktive Verseuchung der �����

und die Restitutionsklage ;

��	
�����������den dinglichen Beseitigungsanspruch

und die Verbindung mit dem Boden

HIDEHIKO KANBE

Der Artikel hat sich mit dem Problem ����die radioaktive Verseuchung

der �����durch die Explosionen der Atomkraftwerke Fukushima-Daiichi

und die Restitutionsklage ������������die von den Bauern gegen die

����������������������Tokyo-Denryoku auf Naturherstellung der �����in

Dorf Ohtama usw. in Fukushima beklagt worden ist.

Der Inhalt ist wie folgt ;

1. Erstens

2. Die Restitutionsklage auf Naturherstellung der �����in Dorf Ohtama

usw. in Fukushima

3. Der dingliche Beseitigungsanspruch in Japan

4. Der dingliche Beseitigungsanspruch in Deutschland

5. Letztens




